
図番3-3の大ホール舞台機構仕様書一覧表No.48は、仕様書上
では3台となっていますが、図面上(図番4-6の03及び08）では4
台設置となっている為、4台として見積計上してよろしいでしょう
か

回　　　　答

図面番号機1-10　工事区分表２のとおり照明用ケーブル、ケーブルリー
ル、コンセントダクト、はね返りスピーカーは別途工事とします。

質疑事項

走行レール支持材は本工事とし、レール支持材受梁は別途工事（建築工
事）とします。

質疑・回答書

告示番号 第460号 件　　　　名 （仮称）豊中市文化芸術センター舞台機構工事

No

1
図面番号意4-6　大ホール電気設備舞台回り平面図　03３階平面図、08ぶ
どう棚（下段）平面図のとおり4台とします。

豊中市総務部契約検査室　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

2

3
図面上では走行式音響反射板の走行レール支持材を支える建
築梁が予定されておりませんが、必要な場合には建築工事にて
施工するものと考えてよろしいでしょうか

図番3-3の大ホール舞台機構仕様書一覧表No.2、3、37、及び
小ホール舞台機構仕様書一覧表No.2、4の備考欄に記載されて
いる照明用ケーブル、ケーブルリール、コンセントダクト、はね返
りスピーカーは、図番1-10の工事区分表に倣い別途工事として
よろしいでしょうか


